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億円 ％国保税収（現年分）の推移

国
保
財
政
の
運
営

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
は
、

職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者

医
療
な
ど
、
他
の
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
横
芝

光
町
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

と
な
り
ま
す
。
平
成
24
年
４
月
時

点
の
被
保
険
者
数
は
１
０
，１
４
２

人
で
、
町
全
体
の
人
口
の
約
40
％

を
占
め
て
い
ま
す
。

　

国
保
は
、
医
療
費
の
支
払
い
、

後
期
高
齢
者
へ
の
支
援
金
な
ど
必

要
な
支
出
金
額
の
う
ち
、
国
・
県

補
助
金
や
負
担
金
等
を
除
い
た
額

を
、
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
か
ら

の
国
保
税
で
賄
う
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
医
療
費

が
増
加
す
れ
ば
、
本
来
は
国
保
税

の
負
担
も
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
町
で
は
合
併
以
来
、
財
政

調
整
基
金
の
取
崩
し
や
町
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
れ
、
国
の
特
別
交

付
金
の
獲
得
な
ど
で
、
被
保
険
者

の
負
担
増
に
よ
ら
ず
収
支
の
バ
ラ

ン
ス
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
国
保
医
療
費
は
今
後

も
一
層
の
増
大
が
予
測
さ
れ
、
一

方
で
高
齢
化
の
進
展
や
就
業
構
造

の
変
化
等
に
よ
り
、
国
保
税
収
は

年
々
減
少
し
て
い
る
た
め
、
国
保

の
財
政
運
営
は
ま
す
ま
す
厳
し
さ

を
増
し
て
い
ま
す
。

国
保
財
政
切
迫
の
要
因

①
医
療
費
の
増
加

　

国
保
財
政
が
切
迫
し
た
背
景
に

は
、
医
療
費
の
増
加
が
大
き
く
影

響
し
て
い
ま
す
。
国
保
会
計
の
歳

出
の
約
３
分
の
２
を
占
め
る
保
険

給
付
費（
町
が
支
払
っ
た
医
療
費
）

は
、
平
成
23
年
度
は
21
億
３
，８

０
０
万
円
で
、
合
併
し
た
平
成
18

年
度
と
比
較
し
て
、
２
億
５
，２

０
０
万
円（
年
平
均
５
，０
０
０
万

円
）も
増
加
し
て
い
ま
す
。
平
成

24
年
度
は
、
対
前
年
比
１
億
円
増

の
ペ
ー
ス
で
伸
び
て
い
ま
す
。

②
国
保
税
収
の
減
少

　

国
保
に
加
入
す
る
方
は
、
年
金

収
入
の
み
の
高
齢
者
や
、
離
職
等

に
よ
る
収
入
の
不
安
定
な
被
保
険

者
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
引
く
不
況
の
影
響
で

被
保
険
者
の
所
得
が
減
少
し
、
国

保
税
収
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る

こ
と
も
、
財
政
切
迫
の
要
因
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
平
成
21
年
度
か
ら
は
、
国
保
税

の
う
ち
「
資
産
割
」（
固
定
資

産
税
に
応
じ
た
分
）を
廃
止
し
、

被
保
険
者
の
負
担
軽
減
を
図
り

ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
所
得
の

落
ち
込
み
は
続
き
、
ま
た
資
産

割
以
外
の
税
率
も
合
併
以
来
据

え
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国

保
税
の
減
収
傾
向
が
続
い
て
い

ま
す
。

横
芝
光
町
国
保
の
財
政
状
況

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
病
気
や
ケ
ガ
の
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
被
保
険
者（
加
入
者
）が
保
険
税
を
出
し
合
い
、
必
要
な
医
療
費
に
充
て
て
相
互
に
助
け

合
う
医
療
保
険
制
度
で
す
。

　

現
在
、
町
国
保
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
長
引
く
景

気
の
低
迷
に
よ
る
個
人
所
得
の
落
ち
込
み
に
よ
り
国
保
税
収
は
減
少
す
る
一
方
、
年
々
増
加

す
る
医
療
費
は
国
保
財
政
を
大
き
く
圧
迫
し
、
収
支
安
定
の
た
め
の
有
効
な
手
立
て
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
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